
 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

令和 5年９月２６日 

野田市立木間ケ瀬小学校 

校 長   松藤 有里 

 毎月、担任が作成し、各家庭に配付している「学年だより」ですが、今まで月末に作

成し、各月の 1 日付で配付することを基本としていました。しかしながら、月末とい

うのは、通常の授業準備等に加えて児童の出欠席の状況を取りまとめと重なるため、

担任の業務がひっ迫する時期でもありました。教師の「働き方改革」がここ数年話題に

なっていますが、何のために働き方改革を進めるのか、一番大切なことは、「子どもた

ちのために」私たち教師が元気に働くためであると思います。 

 そこで、後期（10月）より、学校からの定期的に発行する便りについて、次の通り

変更いたします。教師の「働き方改革」を進めることは、結果的に「子どもたちと向き

合う時間を確保することに繋がる」という考えから、保護者の皆様のご理解・ご協力を

よろしくお願いいたします。 

 

〇学校だより「木小だより」（月初めに定期発行） 

・行事予定（翌月も含む） ・全校へのお知らせ、お願い等 
・学校行事の様子 ・学校諸費引き落としについて 

〇学団だより（毎月 10日に定期発行） 

・学年、学団に関わるお知らせ、お願い 
・学年、学団の児童の様子（学習・生活） 

〇校長室だより「きまがせ」（不定期発行） 
・学校全体に関わること  

 

その他 保健だより「げんきいっぱい」や給食だよりは、今まで通りです。 

また、特別に学年や学団ごとにお知らせしたいことがある場合は、臨時で学団（学

年）だよりを発行することもあります。 

また、校内では徐々にペーパーレス化も進めており、今後メールに添付する形での

手紙の配付も増えると思います。ご理解の程、よろしくお願いいたします。 

校長室だより 

 長かった連日の暑さから、ようやく解放され、秋の気配を感じるようになりました。

何をするにも、集中して取り組める時期です。「学習の秋」「運動の秋」「食欲の秋」「読

書の秋」等々、落ち着いた生活を心がけて、充実した実り多い季節にしていきたいです。 

  


